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図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3

令和7年度

図面ﾘｽﾄ

建築工事仕様書(1)

建築工事仕様書(2)

建築工事仕様書(3)

付近見取図　全体配置図 工事概要

---

NON

1/50

1/50

1/30

既存木製階段 平面図 断面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 平面図　断面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 断面詳細図

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

sakamototoshinori
J2501741



図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3

建　築　工　事　仕　様　書

Ⅰ．工　事　概　要

　　１．工 事 場 所

　　２．敷 地 面 積　　　　　　　　　　　㎡

　　３．地 域 地 区　　都市計画地域（・内　・外）　市街化調整区域（・内　・外）

Ⅱ．建築工事仕様

１．共通仕様

（１）　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁

工事編）令和４年版」

ただし、アスベスト成形板の処理等は、国土交通省官房官庁営繕部制定「公共建築改修

４年版」（以下「改修標準仕様書」という。）による。

（２）　請負者は、建築基準法に基づく完了検査（中間検査含む）の検査には、特定行政庁（建築

等（報告書等）を用意する。

（３）　電気及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気及び機械設備工事はそれぞれの工事仕

２．特記仕様

（１）　項目は番号に○印のついたものを適用する。

（２）　特記事項は・印のついたものを適用する。

・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

・印と※印のついた場合は共に適用する。

（３）　項目に記載の（　　　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を

修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を表す。

（４）　Ｇ印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリーン購入法」

判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本

ダウンロード

（５）　関係法令（条例を含む）の改正等により、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを

いて、監督職員と協議を行うものとする。

（６）　材料及び製造所等の記載は順不同である。

1　適用基準等  ※　建築工事標準詳細図（令和４年版）　　　　　

準詳細図」という。）

 ※　建築工事監理指針（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

 ※　工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編（平成３０年版）

 ・　建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　

 ・　建築改修工事監理指針（令和４年版）　　　

2　官公庁

(1.1.3)

 工事の施工に伴い必要な官公署、その他への手続き、検査並びにその費用は、

番号 工事種別 階数 建築面積(㎡) 延べ面積(㎡)名称 構造

営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築 （以下、「標準仕様書」

という。）による。

工事標準仕様書（建築工事編）令和

主事等）が求める検査に必要な資料

様書を適用する。

示す。［　　　　］内表示番号は、改

という。）の特定調達品目を示す。

方針（令和４年２月２５日変更閣議決定）」（環境省のホームページから

可能）による。

認識した場合には、その対応等につ

章 項　　目 特　　記　　事　　項

１
　
一
般
共
通
事
項

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（以下「標

　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

その他への手続 本工事請負者の負担とする。

１
　
一
般
共
通
事
項

１
　
一
般
共
通
事
項

日野郡日南町阿毘縁

---

1

　　４．建 物 概 要

用途地域（　　　　　　　）　防火地域（　　　　　　　　）指定なし 指定なし

日南試験地 屋外階段
改修

RC造 - --- ---

建築工事仕様書(1)

- A-1/7

6　環境への配慮
(1.4.1)

 化学物質を放散させる建築材料等

１）本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び

①から④を満たすものとする。

　① 合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、

　　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、ﾕﾘｱ樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、

性能を有すると共に、次の

6　環境への配慮
(1.4.1) ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しない

「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量」

　② 接着剤及び塗料にﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ及びｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの含有量が少ない材料を使用

　③ 接着剤は可塑剤（ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ等を含有しない

　　難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

　　ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した

　　また、設計図書に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量」は、次のとおりとする。

２）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の区分において、規制対象外とは次の①又は②に

　① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ﾎﾙﾑｱﾙ

　② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を

３）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の区分において、第三種とは次の①又は②に該当する材料

　① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料

　② 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受け

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

 調達の推進に関する基本方針における公共工事の

 材料・機材等の品質及び性能

(1.4.2)

7　材料の品質等

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するもの

場合は監督員の承諾を受ける。

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次の

とし、その証明となる資料（外部機関が発行する

ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　① 品質及び性能に関する試験データを整備している。

　② 生産施設及び品質の管理を適切に行っている。

　③ 安定的な供給が可能である。

　④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得している。

　⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性がある。

　⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられている。

緩衝材、断熱材、塗料、仕上げ塗材は、

又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

の区分に応じた材料を使用する。

する。

ものとする。

該当する

材料を指す。

ﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料以外の材料

受けた材料

を指す。

た材料

に基づく環境物品等の

配慮事項（資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は、加納な限り簡易

配慮されていること。）再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減にであって、

に留意する

べき品質及び性能を有するものとする。

とし、同等品を使用する

指定する工法とする。

①～⑥の事項を満たすもの

証明書の写し）を監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

8　技能士
(1.5.2)

 下表により適用する技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業を

能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を

行う。 （技能士：職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を

 また、その技能士はその者が技能士であることがわかる名札（下図参考）を常時

するとともに、他の技

有する者）

着用する。

鉄筋工事

仮設工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

とび

鉄筋施工

型枠施工

技能検定職種工事種目

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

・　とび作業

・　鉄筋組立作業

・　型枠工事作業

・　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業

技能検定作業

　《技能士名札参考図》

職　種

級　別

氏　名

血液型

勤務先

自　宅

発行　　　○○○○○○○○会

 　建築大工

 　１級

 　○山○夫

 　○○工務店

 　○型

 　鳥取市

□ 技 能 士
技能士の種別

技能士の級の別

技能士本人の住所

名札の発行元

写真　(30×40)

技能士の職種により色を
変えることも可

5
5ｍ
ｍ

8　技能士
(1.5.2)

90ｍｍ

2

10　完成写真  下記のものを監督職員に提出する。

区　　分 部数分類・規格 撮影箇所 備考

 ※　工事記録写真  各工種の工程毎 １部 ｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ判

 ｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ判 ※　完成写真  ・　内部　　箇所 ２部

２部 ・　外部　　箇所

 ・　  ・　内部　　箇所 　部 ｶﾗｰｷｬﾋﾞﾈ判

 ・　外部　　箇所 　部

 ・ 四ｯ切　　箇所 ２部 ・　ﾊﾟﾈﾙ ｶﾗｰ

 ・　半切　　箇所

 ・　全紙　　箇所

 ・　電子ﾃﾞｰﾀ又はﾈｶﾞの提出[工事記録写真]　　（ ・　要　・　不要）

 ・　電子ﾃﾞｰﾀ又はﾈｶﾞの提出[完成写真]　　　　（ ・　要　・　不要）

11　完成時の
提出図書
(1.7.1～2)

 下記のものを監督職員に提出する。

 ※　CADデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　式

 ※　原図A1版又はA2版（設計図の第2原図訂正不可）　　　　　　１　部

 ※　原図の大型ｺﾋﾟｰ（白焼）の2つ折製本　　　　　　　　　　　２　部

 ※　縮小版2つ折製本（A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　２　部

 ・　複写　縮小版A3ﾊﾞﾗ焼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

 完成図の種類及び内容

 ・　案内図・配置図・面積表 ： 配置図には外構整備、屋外給排水系統図含む

（BMの表示）。

 ・　立面図 ： 外壁仕上等を表示する。

 ・　平面図 ： 室名、耐震壁（防火壁）、避難施設等を表示する。

 ・　断面図 ： 階高、天井高等を表示する。

 ・　仕上表 ： 屋外、屋内（各階）の仕上表を表示する。

 ・　原図ｹｰｽ・製本図面の背表紙に「施設ｺｰﾄﾞ・部局名称」ﾗﾍﾞﾙを貼付ける。

 ・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

 ・　構造図 ： 杭、構造躯体等を表示する。

設計図に準ずる

12　施工図及び
施工計画書
(1.7.2)

 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注

者に移譲するものとする。

 ※　図示による　　・　（　　　　）14　設計GL

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

sakamototoshinori
J2501741



図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3

１
　
一
般
共
通
事
項

建築工事仕様書(2)

- A-2/7

関する資料
（1.7.3）

 下記のものｦA4版ﾌｧｲﾙに製本して監督職員に提出する。

 ・　主な主要資材、機器等のﾒｰｶｰ及び施工者一覧表

 ・　機器性能試験成績書及び取扱説明書

 ・　官公署届出書類（保守に必要とするもの）

 ・　保証書

 ・　建築物の保守に関する説明書、指導案内書

 工事目的物及び工事材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため

火災保険等に加入する。

 （保険の加入期間は、工事完成引き渡しまで（概ね工期＋21日）とする。）

 ※　対象工事　　・　非対象工事

まちづくり条例

 ※　対象工事　　・　非対象工事

16　保全に

17　火災保険等

18　環境配慮

19　建設ﾘｻｲｸﾙ法

20　鳥取県福祉の

 鳥取県公共事業環境配慮指針　 ※　対象工事　　　・　非対象工事　　　　　　　 

 ※　対象工事　　・　非対象工事

 ※　対象工事　　・　非対象工事

21　景観形成条例

22　省エネ法

２
　
仮
設
工
事

事務所等

(2.3.1)

 ※　設ける　　　　　㎡程度　　・　設けない

　現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示事項による。

　　　　　連絡先　○○－○○○○

1
,
2
0
0

　　現場責任者 ○○ ○○

　　　　　夜間　○○－○○○○

　　連絡先昼間　○○－○○○○

　施工者　○○○○○建設

　　　　 ○○○○○○設計

　設計者 ○○○○○○設計

　　　　　　 延べ面積○○○○m2

　構造・規模 鉄筋コンクリート造 ○階建

　工事名　○○○○○○新築工事

 地色　白

 地色

建　築　工　事　中

　工事期間 令和○年○月から○年○月まで

　　　建築住宅課　営繕設備担当

　監理者 ○○環境建築局 建築住宅課

　鳥取県西部総合事務所環境建築局

 5ＹＲ6.5/11
 マンセル記号

 地色　白

3　表示板

900

                ※　工事表示板　

記入要領

１．書体は角ゴシックとする。

２．お願い表示板は平易な表現及び内容とし、

　　監督職員が指示するものとする。

4　工事用水  構内既存の施設　　※　利用できない　・　利用できる（　※有償　・無償　）

5　工事用電力  構内既存の施設　　※　利用できない　・　利用できる（　※有償　・無償　）

6　工事用仮設物  構内既存の施設　　・　利用できない　　・　利用できる

2　監督職員

及び盛土

未満とする。））

の処理

   ※　標準仕様書 表3.2.1による種別

  　 ・Ａ種　適用場所（　　　　　）

     ・Ｂ種　適用場所（　　　　　）

     ・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質（　　　　）受渡場所（　　　　　）

     ・Ｄ種　適用場所（　　　　　）

　　　　（品質：粗粒分（75μm以下）の含有率（重量百分率）の上限を50％

　 ・　（材料：　　　　　　　工法：　　　　　　　）

３
　
土
工
事

1　埋戻し

(3.2.3)

(表3.2.1）

 材料及び工法

 ※　構外指示の場所に処分（現場説明書の施工条件明示による）2　建設発生土

(3.2.5)
 ・　構内指示場所に敷き均し

 ・　構内指示場所に堆積

４
　
地
業
工
事
　

材料　　　　　　※　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　Ｇ　　・　切込み砂利及び切込み砕石

(4.6.2、3)

5　砂利地業

使　　用　　範　　囲

※　60

・

厚さ

・基礎下　　・基礎梁下　　・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ下　・土に接するｽﾗﾌﾞ下

100 図示

厚さ及び使用範囲

５
　
鉄
筋
工
事

1　鉄筋
(5.2.1)

異形鉄筋

（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

用棒鋼）

規格の名称

※　SD295

※　SD345

種類の記号 使用箇所 呼び径（㎜）

※　D16以下

※　D19以上

表5.2.1　

備考

試験
(5.4.10)

　※　超音波探傷試験　　試験方法は標準仕様書 5.4.10(ｲ)(a)による。

　・　引張試験　　　　　試験方法は標準仕様書 5.4.10(ｲ)(b)による。

3　鉄筋の継手

(5.3.4)
(5.5.2、3)
(5.6.3)

・ 重ね継手　　・ 

※ 重ね継手　　・ 

・　その他の鉄筋（　　　　　）

・　床、壁の鉄筋

・ 溶接継手　　・ 重ね継手
・　柱、梁の主筋

部位

継手の工法

※ ｶﾞｽ圧接　　・ 機械式継手

鉄筋の継手位置　　・　構造関係共通事項による　　・　構造図による

鉄筋の継手長さ

　　柱及び梁の主筋　　※40ｄと標準仕様書　表5.3.2の重ね継手長さのうち、

大きい値とする。

大きい値とする。

　　耐力壁の鉄筋　　　※40ｄと標準仕様書　表5.3.2の重ね継手長さのうち、

　　　　　　　　　　　・標準仕様書　表5.3.2の重ね継手長さ　　・　　

　　　　　　　　　　　・標準仕様書　表5.3.2の重ね継手長さ　　・　　

　　上記以外の鉄筋　　※標準仕様書　表5.3.2の重ね継手長さ

定着長さ

(5.3.4)

 柱に取り付ける梁の引張り鉄筋

  ※　40ｄと標準仕様書　表5.3.4の定着長さのうち、大きい値とする。

　・　標準仕様書　表5.3.4の定着長さ　　・　

 上記以外の鉄筋

  ※　構造関係共通事項による　　　・　

図示

図示

厚さ及び間隔
（溶接金網含む）

(5.3.5)

 最小かぶり厚さ（目地底よりかぶりを確保する）

  ・  構造関係共通事項　表4.1による

  ・　

 柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無

　・  なし

　・  有り　適用箇所（　　　　　）　　主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上

確保する。

 耐久性上不利な部分（塩害等を受けるおそれのある部分等）

  適用箇所（　　　　　　）　・ 最小かぶり暑さに加える暑さ　（　　　）㎜

 鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継手を除く）

 最小かぶり厚さは下表による。

  ・  構造関係共通事項による　　・　

施工箇所

・塩害の恐れがある部分

・柱、梁、壁及び庇などの

外気に接する面

構造関係共通事項の値に加える寸法（㎜）

※ 10

・ 20　　・ 30　　・ 図示

５
　
鉄
筋
工
事

3　圧接完了後の

6　鉄筋の

7　鉄筋のかぶり

(5.3.7)
  ※　構造関係共通事項による　　・ 構造図による　8　各部配筋

６
　
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

1　ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

(6.2.1)

 ｺﾝｸﾘｰﾄの類別

　※　Ⅰ類（JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」への適合を認証されたｺﾝｸﾘｰﾄ）

　・　Ⅱ類（JIS A 5308に適合したｺﾝｸﾘｰﾄ）

2 ｺﾝｸﾘｰﾄの気乾
単位容積質量

による
種類及び強度等

　※　普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(6.2.1～4)
(6.3.2)

(6.10.1、2)

 構造体強度補正値　　※標準仕様書表6.3.2による　　・　構造図による

　・　24

　・　

設計基準

強度(N/㎜2)

      ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)

・ 標準仕様書 

表6.2.2による

 気乾単位
容積質量(t/m )3

　2.3程度

       適用箇所

　構造図による

3　ｾﾒﾝﾄ  種類

　※　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄA種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄA種又はﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

      普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が

7日目で352J／g以下、かつ28日目で402J／g以下のものとする

(6.3.1)

  ・　高炉ｾﾒﾝﾄB種　　Ｇ　　　　適用箇所（　　　　　　　）

　　　A種

  ・　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種　　Ｇ　　　　適用箇所（　　　　　　　）

4　骨材
(6.3.1)

 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応による区分

  ・　B　（　※ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量 Rt＝3.0㎏／ｍ　以下）

  ※　A
3

5　混和材料

(6.3.1)

  ・　混和剤（JIS A 6204に適合するAE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤とし、

　　　化学混和剤の塩化物量にｲｵﾝ量による区分はⅠ種とする。また、防錆剤を

併用する場合は、JIS A 6205による防錆剤とする）

　・　混和材（JIS A 6201に適合するﾌﾗｲｱｯｼｭのⅠ種、Ⅱ種若しくはⅣ種、

JIS A 6202による膨張材とする）

ｽﾗｸﾞ微粉末、JIS A 6207によるｼﾘｶﾌｭｰﾑ又はJIS A 6206による高炉

ひび割れ
誘発目地、

打継目地
(6.6.4)
(6.8.1)

 打継ぎの位置　　※　標準仕様書 6.6.4(1)による　　・　構造図による

 目地寸法　　※　標準仕様書 9.7.3(1)による　　・　図示による

 ひび割れ誘発目地の位置・形状・寸法　　※　図示による

7　打継ぎの位置、

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

sakamototoshinori
J2501741



６
　
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3

建築工事仕様書(3)

- A-3/7

仕上り
(6.2.5)

 合板せき板を用いるｺﾝｸﾘｰﾄの打放し仕上げ
表6.2.4　

種類

・　A種

・　B種

・　C種

適　用　箇　所

  ※　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄA種､ｼﾘｶｾﾒﾝﾄA種又はﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄA種

（但し、グリーン購入法基本方針における「合板型枠」

ある合板型枠を用いる場合に限る）

を使用する場合は

(6.8.2)  ※　合板(※　12mm　　・　　　　) Ｇ 

の備考３の表示に

      ｺﾝｸﾘｰﾄ及びｸﾞﾗｳﾄ打設時の充填性の確認のため、型枠の一部に透明型枠等

強度、変形等について、事前に監督職員と協議する｡

  ※　メッシュ型枠（使用部位　※構造図による）

　・　床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ（施工範囲　　※　構造図による）

 ｽﾘｰﾌﾞの材種・規格等

 せき板の材料及び厚さ

　※　構造図による

 断熱材兼用型枠

　・　使用しない

　・　使用する　　※　25㎜ 以下かつ熱抵抗値1mh℃／kCal 以上　　・　

8　ｺﾝｸﾘｰﾄの

10　型枠

(6.9.1～5)

 ｺﾝｸﾘｰﾄの単位水量測定

　・  行わない

　・  行う

 実施要領　　※  構造関係共通事項による　　・　

11　ｺﾝｸﾘｰﾄの試験

(20.2.6)
 材料の種類及び仕上げ

 ・ SUS304（表面処理　※HL程度　　 ・ 　　　　　）

 ・ 鋼製　　表面処理　溶融亜鉛めっき

 （※標準仕様書14.2.2による種別（ ・ 　　　種））

 ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ　表面処理

　　種別（　　　　）　種（　　　　）

　　色合等　・標準色（　　　　）　・特注色（　　　　）

 手すりの握り部分

 ・集成材

 ・

 ・ﾋﾞﾆﾙ製

 （材種：　　　） ・

 ・

 ・

 ・ｸﾘｱﾗｯｶｰ

材種 仕上げ 直径（㎜）

 ・ 35程度

 ・ 46程度

 ・ 35程度

 ・ 46程度

備考取付場所

SUS304 34ｍｍ 図示

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

20 5　手すり

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事
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図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

付近見取図

至
安
来
市

至
奥
出
雲
町 県

道
 安
来
伯
太
日
南
線

国道
183
号

〇日南中学校

工事場所 日野郡日南町阿毘縁

〇松本清張文学碑

〇ゆきんこ村

〇道の駅

県
道
 印
賀
奥
出
雲
線

工事概要

工事場所

工事内容

鳥取県日野郡日南町阿毘縁

撤去し、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製の階段を新設する

至
米
子

１号ほ場 ２号ほ場 ３号ほ場

４号ほ場５号ほ場６号ほ場

Ｂ１ハウス

Ｂ２ハウス

Ａ１ハウス

Ａ２ハウス

Ａ３ハウス

Ａ４ハウス

Ａ５ハウス

Ａ６ハウス

Ａ７ハウス

Ａ８ハウス

Ａ９ハウス

Ａ１０ハウス

Ｃ１

ハウス

ハウス ハウス

Ｃ２

Ｃ３ Ｃ４

至奥出雲町

道路境界線

ハウス

R8.3

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ﾎﾟﾝﾌﾟ室屋根上
KBM±0

工事箇所

付近見取図　全体配置図　工事概要

全体配置図　S,NON

県道印賀奥出雲線

駐車場

付属舎

本館

KBM-360

NON A-4/7

□　日南試験地内において、屋外階段(既存木製)を

鳥取県園芸試験場日南試験地

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

sakamototoshinori
J2501741



2
,
0
0
0

+130

+950

+3070

1

5

10
15 18

20

25

29

+3840

+6190

+3510

14,354
踏面中心直線距離

±0

UP

UP

手摺支柱 Φ100

図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3

14,354
踏面中心直線距離

手す
り総

長さ
 8,
500

9
5
0 4
0
0

7
0

9
5
0

3
,
0
7
0

3
,
5
1
0

3
,
8
4
0

6
,
1
9
0

既存 木製階段 平面図　S,1/50

既存 木製階段 断面図　S,1/50

木杭 φ100

±0＝KBM-360

既存 木製階段 平面図　断面図

1/50 A-5/7

丸太土留 φ100　L2000×2段積

木製支柱 Φ100
L2000(想定長さ)

L2000(想定長さ)
[撤去・処分]

[撤去・処分]

[撤去・処分]

[撤去・処分]

塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ 接続部分

[撤去・処分]
[撤去・処分]木製手摺Φ70

KBM±0･･･階段南東側ﾎﾟﾝﾌﾟ室屋根上

丸太土留 φ100　L2000×2段積

[撤去・処分]

丸太土留 φ100　L2000×2段積

[撤去・処分]

木杭 φ100[撤去・処分]

木杭 φ100[撤去・処分]

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事
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図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3

430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

1,480 6,880

550780
150

6
,
1
9
0

〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

1

2
0
0

〃
2
0
0

1
9
0

3,59018段目踊り場

31段上がり

18

20
1,185

5,160

430
430

430
430

430
430

430
430

430
430

430
430

2
,
0
0
0

1
,
7
6
0

1
2
0

1
2
0

7
9
0

1
0
0

150

100

100

2
5
0

1
0
0

50170

2
,
0
0
0

1
,
7
6
0

1
2
0

1
2
0

4
8
5

3
8
5

1
0
0

1
0
0

19

31

6
,
1
9
0

1
5
0

+6190

UP
UP

20

3
0
0
2
0
0

2
0
0

430

1
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上

踏面仕上

1
0

1
5
0

1
9
0

1
0
2
0
0

430

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放のまま
踏面仕上他

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上
踏面仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放のまま

3
,
5
9
0

2
,
6
0
0

18段目踊り場

中心寸法

+6190

ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 平面図　S,1/50

A
断
面

ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 断面図　S,1/50

A部分(中心部分)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放のまま

1
5

1
5

1
2
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上
踏面仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放のままｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 刷毛引き仕上
踏面仕上

1
0

150

KBM-360

±0

1

+190

2

+390

18

+3590
KBM+3230

4.7°
8.7°

19
+3790

KBM+5830

±0=KBM-360

KBM±0 = ﾎﾟﾝﾌﾟ室屋根上

KBM-360

31

設計GL = KBM-360

▽設計GL(下)

KBM+5830

設計GL：

砕石敷 厚100

砕石敷 厚100

ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 平面図 断面図

1/50

170170

100

KBM±0 = ﾎﾟﾝﾌﾟ室屋根上

A-6/7

C-40

踏面仕上他

既存木製階段ﾗｲﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ伸縮目地材 厚20

既存木製階段ﾗｲﾝ

園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

C-40

端部ｷｬｯﾌﾟ

ﾌﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ(鈍角用)

ﾌﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ(鈍角用) 支柱ｷｬｯﾌﾟ

▽設計GL+6190(上)

直付金具

直付金具
直付金具

ｽﾃﾝﾚｽ手摺 φ34

ｽﾃﾝﾚｽ手摺 φ34

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 φ60.5

ｽﾃﾝﾚｽ手摺 φ34 ｽﾃﾝﾚｽ手摺 φ34

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 φ60.5

2
0
0

2
0
0

500

170

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 φ60.5

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 φ60.5

端部ｷｬｯﾌﾟ

直付金具

ｽﾃﾝﾚｽ支柱　φ60.5

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･座金

 参考品 手すりｾｰﾌﾃｨｰﾋﾞｰﾑ SB型 φ34ｍｍ ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ手摺仕様

(ﾊﾞﾌ研磨・ｱｸﾘﾙ溶剤塗装）
ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ(SUS)

(ﾊﾞﾌ研磨・ｱｸﾘﾙ溶剤塗装）

ｽﾃﾝﾚｽ手摺　φ34

ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304＃400磨) 厚1.5

ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304＃400磨) 厚1.2

sakamototoshinori
J2501741



図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号R8.3 1/30

ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 断面詳細図
園芸試験場日南試験地屋外階段改修工事

砕石敷 厚100
C-40

1
0
0

1
5
0

B断面詳細図　S,1/30
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図面名 ＳＣＡＬＥ

図面名称

日　　付

SCALE NUMBER
工事名称 設計検図 製図

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

令 和 7 年 度

賀 祥 ダ ム 管 理 棟 ・ 副 ゲ ー ト 室 改 修 工 事

A-1/10

A-2/10

A-3/10

A-4/10

A-5/10

A-6/10

A-7/10

A-8/10

A-9/10

A-10/10

建築改修工事特記仕様書（1）

建築改修工事特記仕様書（2）

附近見取図　工事概要　配置図

[管理棟]　平面図

[管理棟]　立面図

[管理棟]　建具表

[副ゲート室]　平面図　立面図　屋根伏図

[副ゲート室]　仮設計画図

参考図①

参考図②

NO SCALE

NO SCALE

1/700

1/60

1/100

1/100

1/15 1/100

1/100

NO SCALE

NO SCALE

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

R8.3

図面リスト

安達建築設計事務所
New Stamp_5

安達建築設計事務所
New Stamp_6

安達建築設計事務所
New Stamp_7

安達建築設計事務所
タイプライター

sakamototoshinori
J2501741



　１

設計検図 製図図面名称

日　　付

工事名称 SCALE NUMBER

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

建　築　改　修　工　事　仕　様　書
Ⅰ．工　事　概　要

用途地域（　　　　　　　）　防火地域（　　　　　　　　）

　　１．工　事　場　所

　　２．敷　地　面　積　　　　　　　　　　　㎡

　　４．建　物　概　要

　　　　　番号　　　　　名　称　　　　　　工事種別　　　　　構　造　　　　　階数　　建築面積（㎡）　　延べ面積（㎡）

１．共通仕様

２．特記仕様

Ⅱ．建築改修工事仕様

（３）　電気及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

（１）　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準

　仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、「改修標準仕様書」という。）による。ただし、改修標準仕様書に規定

目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、

「標準仕様書」という。）による。

（２）　請負者は、建築基準法に基づく完了検査（中間検査含む）の検査には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に

必要な資料等（報告書等）を用意する。

（２）　特記事項は・印のついたものを適用する。

・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

・印と※印のついた場合は共に適用する。

（１）　項目は番号に○印のついたものを適用する。

（６）　材料及び製造所等の記載は順不同である。

（３）　項目に記載［　　］の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（　　）の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）　Ｇ印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリーン購入法」という。）の特定調達品

目を示す。判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和４年２月２５日変更閣議決定）」

（環境省のホームページかダウンロード可能）による。

（５）　関係法令（条例を含む）の改正等にり、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応

等について、監督職員と協議を行うものとする。

　　３．地　域　地　区　　都市計画地域（・内　・外）　市街化調整区域（・内　・外）

西伯郡南部町下中谷

１ 改 修 ＲＣ造 ２ 311.08

改 修 ＲＣ造２ 副ゲート室

管理棟

１ 19.65

特記事項項目章

１
　
一
般
共
通
事
項

適用基準等

　２ 官公庁その他への手続

［１．１．３］

※　建築工事標準詳細図（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（以下「標準詳細図」という）

※　工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編（平成３０年版）　

・　建築工事監理指針（令和４年版）　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

※　建築改修工事監理指針（令和４年版）　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

 工事の施工に伴い必要な官公署、その他への手続き、検査並びにその費用は、本工事請負者

の負担とする ｡

［１．３．１２］

発生材の処理等 ・　引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　処理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

・　再生資源化を図るもの

・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

・　ＰＣＢ含有シーリング材の調査・処理

・第一次判定

　　採取箇所　　　※図示

　　採取箇所数　　計　　箇所

　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

　５

・第二次判定

　専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。

　　分析個数　　　計　　箇所

・除去処理工事

　除去範囲　　　　※図示

１
　
一
般
共
通
事
項

　５ 発生材の処理等

［１．３．１２］

１
　
一
般
共
通
事
項

この限りではない。

に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は

  ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられている｡

  ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性がある｡

  ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得している｡

  ③ 安定的な供給が可能である｡

  ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われている｡

　① 品質及び性能に関する試験データが整備されている｡

　　を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し）を監督職員

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次の①～⑥の事項

とする。

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法

　　使用する場合は監督員の承諾を受ける。

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び

　　性能有するものとする。

［１．４．２］

７ 材料の品質等 材料・機材等の品質及び性能

軽減に配慮されていること。）に留意する

 含む）の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担

 物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項（資材（材料及び機材を

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく環境

　　ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及び ｽﾁﾚﾝを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､

　　建築材料以外の材料

　① 建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散

　②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　また、設計図書に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量」は、次のとおりとする。

　　難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　③ 接着剤は、可塑剤（ﾌﾀﾙ酸 ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及び ﾌﾀﾙ酸 ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない

　② 接着剤及び塗料にﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ及びエ ﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの含有量が少ない材料を使用する。

　　設計図書に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　仕上げ塗材は、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及び ｽﾁﾚﾝを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、

　　その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、

　① 合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用 ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、

  

　① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

  ② 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

３）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の区分において、第三種とは次の①又は②に該当する材料を指す。

２）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の区分において、規制対象外とは次の①又は②に該当する材料を指す。

  共に、次の①から④を満たすものとする。

１）本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると

化学物質を放散させる建築材料等

［１．４．１］

６ 環境への配慮

　　　処分施設の名称・所在地（　　　　　　　　　　　　　　　）

・再資源化（再資源化施設）　　　　・最終処分（管理型最終処分場）

・　石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード

　　　処分施設の名称・所在地（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・製造業者に回収委託

・ひ素・カドミニウム含有せっこうボード

・石綿含有せっこうボード　　　改修特記仕様書第９章による

・　せっこうボードの処理

内装改修工事

防水改修工事

仮設工事

外壁改修工事

建具改修工事

また、その技能士はその者が技能士であることがわかる名札（下図参考）を常時着用する

（技能士：職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者）

技能士

［１．７．２］

下表により適用する技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をすると

ともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う

・　ボード仕上げ工事作業

　　（２級及びプラスチック系仕上げ工事

　　　作業を含む）

表装

左官

タイル張り ・　タイル張り作業

・　左官作業

・　壁装作業

建築大工

建築板金

内装仕上施工 ・　鋼製下地工事作業

・　プラスチック系床仕上工事作業

・　カーペット系床仕上作業

・　内外装板金作業

・　大工工事作業

・　建築フィルム作業

・　木製建具加工作業

・　自動ドア施工作業

ガラス用フィルム施工

建具製作

自動ドア施工

・　ＦＲＰ防水工事作業

　　防水工事作業

・　改質アスファルトシートトーチ工法

・　シーリング防水工事作業

・　セメント系防水工事作業

・　塩化ビニル系シート防水工事作業

・　合成ゴム系シート防水工事作業

・　アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・　ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・　アスファルト防水工事作業

とび

防水施工

技能検定職種 技能検定作業

・　とび作業

・　樹脂接着剤注入工事作業

ガラス施工 ・　ガラス工事作業

・　タイル張り作業

・　ビル用サッシ施工作業

樹脂接着剤注入施工

左官 ・　左官作業

サッシ施工

タイル張り

工事種目

11

・　建築塗装作業塗装

とび ・　とび作業

鉄筋施工 ・　鉄筋組立作業

型枠施工 ・　型枠工事作業

コンクリート圧送施工

鉄工 ・　構造物鉄工作業

・　建築配管作業

・　造園工事作業造園

路面表示施工

配管

・　コンクリート圧送工事作業

・　加熱ペイントマシンマーカー工事作業

・　溶解ペイントマーカー工事作業

　《技能士名札参考図》

職　種

級　別

氏　名

血液型

勤務先

自　宅

　　建築大工

　　１級

　　○山○夫

　　○○工務店

　　○型

　　鳥取市
写真(30×40)

□　技　能　士

5
5
ｍ
ｍ

変えることも可

技能士の級の別

技能士の種別

技能士の職種により色を

技能士本人の住所

名札の発行元発行　　　○○○○○○○○会

90ｍｍ

耐震改修工事

塗装改修工事

環境配慮改修工事

下記のものを監督職員に提出する。完成写真

　・　電子データ又はネガの提出［完成写真］　　　　（　・　要　・　不要）

１部

　・ 四ﾂ切　　箇所

区　　分 分類・規格 撮影箇所 部数

　各工種の工程毎　カラーサービス判　※　工事記録写真

２部

２部

　カラーサービス判　※　完成写真

　・　 　カラーキャビネ判 　部

　部

　・　パネル 　カラー ２部

　・　内部　　箇所

　・　外部　　箇所

　・　内部　　箇所

　・　半切　　箇所

　・　全紙　　箇所

　・　外部　　箇所

　・　電子データ又はネガの提出［工事記録写真］　　（　・　要　・　不要）

備考

13

ポリマーセメントモルタル

トップライト

屋上緑化システム

グレーチング

床点検口

天井点検口

煙突用成形ライニング材

トイレブース

可動間仕切

フリーアクセスフロア

現場発泡断熱材

移動間仕切

５）製造業者等に関する資料の提出を定める材料

重量シャッター

自閉式上吊り引戸機構

自動扉機構

クローザ類

錠前類

既調合モルタル

無収縮グラウト材

ルーフドレン

乾式保護材

鉄骨柱下無収縮モルタル

床型枠用鋼製デッキプレート

吸水調整材

軽量シャッター

防水剤

オーバーヘッドドア

既調合目地材

鋳鉄製ふた

建築改修工事特記仕様書（1）

R8.3

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

NO SCALEA-1/10

・　建築物解体工事標準仕様書（令和４年版）　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

安達建築設計事務所
New Stamp_5

安達建築設計事務所
New Stamp_6

安達建築設計事務所
New Stamp_7

安達建築設計事務所
タイプライター

sakamototoshinori
J2501741



製図検図 設計図面名称 一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員
SCALE NUMBER工事名称

第209688号一級建築士大臣登録吉田 成年賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事 （有）安達建築設計事務所
日　　付

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２ 第06-225号adachi-archi.R8.3

14１
　
一
般
共
通
事
項

下記のものを監督職員に提出する

※　原図Ａ１版又はＡ２版（設計図の第２原図訂正不可）　　　　　１　部

※　ＣＡＤデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　式

［１．９．１、２］

完成図の種類及び内容（改修前後の状態が分かるように整備する）

・　案内図・配置図　：　配置図には外構整備、屋外給排水系統図含む

・　改修概要図　：　改修概要、部位等を表示する

・　平面図　：　室名、耐震壁（防火壁）、避難施設等を表示する

・　立面図　：　外壁仕上、補修範囲等を表示する

・　断面図　：　階高、天井高等を表示する

・　仕上表　：　屋外、屋内（各階）の仕上表を表示する

・　構造図　：　杭、構造躯体等を表示する

・　その他　：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　原図ケース・製本図面の背表紙に「施設コード・部局名称」ラベルを貼付ける

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

基準風速　　Ｖｏ＝　　　ｍ／ｓ

地表面粗度区分　・　Ⅰ　　・　Ⅱ　　・　Ⅲ　　・　Ⅳ

積雪区分　平成12年5月31日建設省告示第１４５５号　別表（　　　　）

適用区分

・　主な主要資材、機器等のメーカー及び施工者一覧表

・　機器性能試験成績書及び取扱説明書

・　保証書

・　官公署届出書類（保守に必要とするもの）

・　建築物の保守に関する説明書、指導案内書

・　

保全に関する資料

［１．９．３］

下記のものをＡ４版ファイルに製本して監督職員に提出する。

火災保険等 工事目的物及び工事材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため火災保険等

に加入する。（保険の加入期間は、工事完成引き渡しまで（概ね工期＋21日）とする。）

17

19

18

与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合は養生を行う。また、万一損傷を

 ・固定された家具等（備品、机、ロッカー等）の移動　※行う（図示）　　・　

 ・既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ､ｶｰﾃﾝ等の養生方法　※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等（取外し再取付けを行う）　　・　

養生方法等

［２．３．１］

３ 既存部分の養生

　　　　　　　　　　　　　　 　保管場所　※構内既存施設内　　・　

 ・既存家具、既存設備等の養生方法　※ビニルシート等　　・　

 ・既存部分の養生方法　※ビニルシート、合板等による　　

　外部足場　・設置する（範囲　※工事に必要な範囲　　・　　　　　　）・設置しない

方式又は（３）手すり先行専用方式により行う。

「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置き

「手すり先行工法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に基づく足場の設置に当たっては、同ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの別紙１

［表２．２．１］

［２．２．１］

足場その他

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ種：利用可能な階段（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　　　）

　材料、撤去材等の運搬方法　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　・　Ｅ種

　内部足場　・設置する（※脚立、足場板等　・　　　　　　　）　　・設置しない

２２
　
仮
設
工
事

　防護シート　・設置する（範囲　※副ゲート室　　・　　　　　　　）・設置しない

６ 表示板

1
,
2
0
0

記入要領

１．書体は角ゴシックとする。

　地色　白

　地色

　　　　　連絡先　○○－○○○○
　　　建築住宅課　営繕設備担当
　鳥取県○○総合事務所環境建築局

　　現場責任者　○○　○○

　　　　　夜間　○○－○○○○

　施工者　○○○○○建設

　　連絡先昼間　○○－○○○○

　設計者　○○○○○○設計

　　　　　○○○○○○設計

　監理者　○○環境建築局　建築住宅課

　工事期間　令和○年○月から○年○月まで

　　　　　　　延べ面積○○○○ｍ２

　構造・規模　鉄筋コンクリート造　○階建

　工事名　○○○○○○新築工事

建　築　工　事　中

900

　マンセル記号
5YR6.5/11

　地色　白

　地色　白

　　　　　※　工事表示板　　　　　　　　　　　　　　・　お願い表示板

御通行中の皆様へ

　令和○○年○月工事完成予定

　事業の目的

　現在の進捗率○○％

　事業協力のお願い

　施工者　○○○○○○建設
　　　　　連絡先　　ＴＥＬ　○○－○○○○
　発注者　鳥取県

　　　　　　　ＴＥＬ　○○－○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

　　ご協力よろしくお願いします。

　　簡単なパース、又は立面図を掲載する

　（拡大カラーコピーを張り付けてもよい）

　　　　　　　建築住宅課　営繕設備担当
　　　　　連絡先　鳥取県○○総合事務所環境建築局

1,200

1
,
6
0
0

２．お願い表示板は平易な表現及び内容とし、

　　監督職員が指示するものとする。

７ 工事用水 構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償　）

構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償　）
工事用電力８

［２．４．１］

監督職員事務所５ ※　設ける　　　　　㎡程度　　・　設けない

  現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示事項による。

・　既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　）

・　構内に新設する　規模（　　　　　　㎡）

建築改修工事特記仕様書（2）

NO SCALE

30

A-2/10

３
　
防
水
改
修
工
事

※　原図の大型コピー（白焼）の２つ折製本　　　　　　　　　　　２　部

完成時の提出図書 １ ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。

・　

２

降雨時に対する

養生方法

既存防水層の処理

［３．２．３、４、６］

［３．１．４］

［３．１．３］

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　　・　　　　　　　）　　・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　　・　　　　　　　）　　・行わない

露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

・行わない

改修用ドレン

　・設ける（　・ P0AS　・ P0ASI　・ P0D　・ P0DI　・ P0S　・ P0SI　・ P0X）

　・設けない

・行う（　・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）

モルタル塗り モルタル　　※現場調合材料　　・既調合材料（材料　　　　　　　　　）３

（品質・性能）

公共建築工事標準仕様書

（１５．３．２）

防水剤の種別

混合割合

建築用のモルタルに用いるセメント防水剤

セメント重量の5%以下

項目 品質

種類

・防鳥網

・防虫網 ※合成樹脂製 

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・ステンレス(SUS316)製 

ステンレス(SUS304)線材

線径

※0.25mm以上

・ 

1.5mm

※16～18メッシュ 

・ 

網目寸法15mm

材種 網目
［５．２．３］

［５．３．３］

５
　
建
具
改
修
工
事

網戸等６

安達建築設計事務所
New Stamp_5

安達建築設計事務所
New Stamp_6

安達建築設計事務所
New Stamp_7

安達建築設計事務所
New Stamp_5

安達建築設計事務所
タイプライター

sakamototoshinori
J2501741



設計検図 製図図面名称

日　　付

工事名称 SCALE NUMBER

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

巡視船格納庫

国
道
１
８
０
号

主放流主ゲート室

エレベータ機械室

車庫

予備発電機室

天端道路

配置図　S,1/700

工事建物：管理棟

工事建物：副ゲート室

ﾊｯﾁﾝｸﾞ部  工事建物を示す。

ポンプ室

付近見取図

工事場所

賀祥ダム管理事務所

緑水湖

賀祥発電所

緑水園

地域振興協議会
南さいはく

Ｎ

ペントハウス

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

附近見取図　工事概要　配置図

1/700
R8.3

国道180号

至ﾙ
米子市

↑

↓

日南町
至ﾙ

至
ﾙ
米
子
市
→

←
至
ﾙ日
南
町

【工事概要】

□　賀祥ダム管理棟

□　副ゲート室

【建物概要】

敷地面積

工事場所

　 　㎡

ＲＣ造2階建て

延べ面積 311.08㎡

ＲＣ造平屋建て

 19.65㎡

副ゲート室管理棟建物名称

構造・階数

西伯郡南部町下中谷

A-3/10

　　操作室、会議室及び、事務室の各窓における網戸取替え(引違窓外側ｻｯｼに取付)

 操作室、会議室、事務室の各窓及び外部出入り口戸の硝子部にガラスフィルム張

　　2階 既存ベントキャップを網付に取替え

　　既存屋根防水モルタル全面斫り撤去の上、新規防水モルタル塗り

安達建築設計事務所
New Stamp_6

安達建築設計事務所
New Stamp_7

安達建築設計事務所
New Stamp_5

安達建築設計事務所
タイプライター

sakamototoshinori
J2501741



ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150に取替え
撤去処分の上、防虫網付
外部ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

設計検図 製図図面名称

日　　付

工事名称 SCALE NUMBER

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

会議室

事務室

操作室

バルコニー

湯沸室便所

廊下

15,980

5,8151,6002,7505,815
9
,
0
5
0

3
,
1
0
0

5
,
9
5
0

9
,
0
5
0

4
,
0
5
0

5
,
0
0
0

9
5
0

3
,
1
0
0

8,345 7,635

2階平面図　S,1/60

UP

階段

DN

バルコニー

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
２

ＡＷ
４

ＡＷ

ＡＷ

３

３

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

1/60

管理棟　2階平面図

窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

外部ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 外部ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

１
ＡＤ

網戸取替え
窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

撤去処分の上、防虫網付
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150に取替え

撤去処分の上、防虫網付
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150に取替え

撤去処分の上、防虫網付
外部ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

R8.3

管 理 棟

ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ100に取替え

A-4/10

ＡＤ
2

窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

網戸取替え
窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

網戸取替え
窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張網戸取替え

窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

網戸取替え
窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

・・・網戸取付位置を示す。

安達建築設計事務所
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安達建築設計事務所
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安達建築設計事務所
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（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

西面立面図　S,1/100

東面立面図　S,1/100 南面立面図　S,1/100

北面立面図　S,1/100

9
,
4
0
0
1
1
,
7
0
0

2
,
3
0
0

4
0
0

3
,
8
0
0

5
,
2
0
0

2FL

1FL

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ高

P.Hﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ高

ＡＷ
１

ＡＷ ＡＷ
１２

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ

　　　

　　　
　　　遮熱ﾌｨﾙﾑ(ｽﾓｰｸ系)貼　　総厚83μm 基材厚50μm

　　　

　　　遮蔽係数0.81　可視光線透過率43％　室内側施工

　　　再決定する。

　　　※可視光線透過率については、施工にあたり施設管理者の確認を得て

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

管理棟　立面図

1/100

既存ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150撤去の上、
既存ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150撤去の上、

・・・ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ施工　[ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ参考：sangetsu/ｼｬﾄﾞｰ40]

既存ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150撤去の上、
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150 防虫網(10ﾒｯｼｭ)付に取替え

ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150 防虫網(10ﾒｯｼｭ)付に取替え
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ150 防虫網(10ﾒｯｼｭ)付に取替え

ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ100 防虫網(10ﾒｯｼｭ)付に取替え

既存ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟΦ100撤去の上、

４

３ ３

１
ＡＤ

R8.3

管 理 棟

A-5/10

ＡＤ
２

・・・網戸取付位置を示す。
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一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

管 理 棟

R8.3
1/100

建具表

A-6/10

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

記号 種類

姿図 寸法

ＡＷ
１

ｱﾙﾐ連窓引違ｲ窓

1
,
5
0
0

3,670

1,8001,800

70

〈操作室 1/事務室 1〉2数 量

材 質 ｱﾙﾐｶﾗｰ

ｶ ﾞ ﾗ ｽ 複層 透明3mm+3mm

備 考 見込　70 網戸

ＡＷ

ｱﾙﾐｶﾗｰ

複層 透明3mm+3mm

見込　70

２

1
,
5
0
0

800

ｱﾙﾐFIX窓

1 〈操作室 1〉

ＡＷ

ｱﾙﾐｶﾗｰ

複層 透明3mm+3mm

見込　70 網戸

３
ｱﾙﾐ引違ｲ窓

1
,
5
0
0

1,800

2 〈会議室 1/事務室 1〉

ＡＷ

ｱﾙﾐｶﾗｰ

複層 透明3mm+3mm

見込　70 網戸

４

1
,
5
0
0

1,8001,800

70

300 300

7070

4,410

ｱﾙﾐ連窓引違ｲ出窓

1 〈会議室 1〉

ｱﾙﾐｶﾗｰ

見込　70

1

ＡＤ
１

工 事
内 容

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

既存網戸撤去、固定網戸新設

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張 ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

既存網戸撤去、固定網戸新設

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

既存網戸撤去、固定網戸新設

〈事務室 1〉

S,1/100建 具 表

複層 透明3mm+3mm

記号 種類

姿図 寸法

数 量

材 質 ｱﾙﾐｶﾗｰ

ｶ ﾞ ﾗ ｽ

備 考 見込　70

工 事
内 容

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

外

網戸取付位置

70

固定網戸

内

網戸取付部ｻｯｼ断面図　NO SCALE

既存ｻｯｼ

既存ｻｯｼ

ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ 18ﾒｯｼｭ

ＡＤ
2

ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭ両開戸+欄間排煙窓

ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭ片引戸+欄間FIX

1 〈操作室 1〉

複層 型板4mm+ﾄｰﾒｲ3mm

800

2
,
4
0
0

1
0
0

2
,
0
0
0

3
0
0FIX

500

6
0
0

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

2
,
4
8
0

2
,
0
8
0

3
0
0

1
0
0

1,800

875 875
50

排煙窓

600

7
0
0

600
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張

安達建築設計事務所
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安達建築設計事務所
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安達建築設計事務所
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副ゲート室　平面図　S,1/100

副ゲート室
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の
出
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出

【工事概要】

□　副ゲート室

ａ

ｂ 部分詳細図　S,1/15
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1,023 42

1
5
2
0
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Ａ

3
0

42423
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2
0

1
5
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Ｂ

ｂ

屋根伏図　S,1/100

Ｂ

Ａ

1,085 1,085

1
,
0
8
5

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾃﾞｯｷ

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

副ゲート室

平面図　立面図　屋根伏図

副ゲート室

　　屋根モルタル浮き部分のハツリ、全面塗替し

屋
根
勾
配

R8.3

厚30
防水モルタル塗 防水モルタル塗

厚30

既存防水モルタル撤去処分の上、

ｹﾗﾊﾞの出

既存防水モルタル厚30

現況欠損部分

現況欠損部分

北面立面図　S,1/100

南面立面図　S,1/100

東面立面図　S,1/100

西面立面図　S,1/100

1/100 A-7/10

既存防水モルタル撤去処分の上、 既存防水モルタル撤去処分の上、

既存防水モルタル撤去処分の上、

改修範囲

2
3
5

改修範囲

全面斫り撤去処分

防水モルタル塗り

防水モルタル塗り 防水モルタル塗り

防水モルタル塗り

防水モルタル塗り

現況欠損部分 ・・・屋根立上りモルタル欠損部分

　　　防水モルタルにて復旧

既存屋根立上りモルタル撤去処分の上、
防水モルタル塗りにて復旧

100
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New Stamp_7

安達建築設計事務所
New Stamp_5

安達建築設計事務所
タイプライター

sakamototoshinori
J2501741



設計検図 製図図面名称

日　　付

工事名称 SCALE NUMBER

建築士事務所知事登録TEL(0859)33-7808鳥取県米子市道笑町２丁目１７２

（有）安達建築設計事務所

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会会員

adachi-archi.

吉田 成年 一級建築士大臣登録 第209688号

第06-225号

賀祥ダム管理棟・副ゲート室改修工事

副ゲート室

R8.3

4
,
1
7
0

(水上)
最高の高さ

仮設計画 南面立面図　S,1/100 仮設計画 西面立面図　S,1/100仮設計画 東面立面図　S,1/100

上段：単管手摺(ﾊﾈﾀﾞｼ)
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仮設計画 北面立面図　S,1/100
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仮設計画平面図　S,1/100
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▽建物屋根先端

3間梁
昇降足場

昇降足場

1/100 A-8/10

仮設計画図

副ゲート室
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